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   就労継続支援Ｂ型サービス事業所へ支払われる報酬の算定方法について 

 

障害福祉サービスを提供した際の報酬の額は、［基本報酬に係る単位数］に［加算に係る

単位数］を加え、［減算に係る単位数］を減じて得た単位数に単価（※）を乗じて得た額と

なる。 

※ 京都市（５級地）における就労継続支援Ｂ型に係る単価は、１単位１０．５７円 

 

１ 基本報酬 

地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、⑴「平均工賃月額」に応じ

て評価する報酬体系と、⑵「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評

価する報酬体系を設け、事業所ごとに選択する。 

⑴ 「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系 

職員の配置状況、定員数、平均工賃月額の３つの要素で決定される。 

   就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）（従業員配置６：１以上）の例 

   ※定員２０人以下の場合 

平均工賃月額 基本報酬 

4.5 万円以上 ８３７単位／日 

3.5 万円以上 4.5 万円未満 ８０５単位／日 

3 万円以上 3.5 万円未満 ７５８単位／日 

2.5 万円以上 3万円未満 ７３８単位／日 

2 万円以上 2.5 万円未満 ７２６単位／日 

1.5 万円以上 2万円未満 ７０３単位／日 

1 万円以上 1.5 万円未満 ６７３単位／日 

1 万円未満 ５９０単位／日 

    注１）従業員配置７．５：１以上のときは就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ） 

       定員２０人以下の場合、７４８単位／日～５３７単位／日 

    注２）従業員配置１０：１以上のときは就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ） 

       定員２０人以下の場合、６８２単位／日～４９０単位／日 

    注３）利用定員の区分（５区分）に応じて基本報酬の単位数が変わる。 

 ⑵ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系 

職員の配置状況、定員数の２つの要素で決定される。 

   就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅳ）（従業員配置６：１以上）の例 

定員 基本報酬 

２０人以下 ５８４単位／日 

    注１）従業員配置７．５：１以上のときは就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅴ） 

       定員２０人以下の場合、５３０単位／日 



    注２）従業員配置１０：１のときは就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅵ） 

       定員２０人以下の場合、４８４単位／日 

    注３）利用定員の区分（５区分）に応じて基本報酬の単位数が変わる。 

 

２ 加算 

 ⑴ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  ５１単位／日、４１単位／日 

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に

関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合 

 ⑵ 就労移行支援体制加算  基本報酬の区分等に応じて、５単位／日～９３単位／日 

   一般就労に移行し、６月以上就労継続している者がいる場合 

 ⑶ 食事提供体制加算  ３０単位／日 

収入が一定額以下の利用者に対して、栄養面での適切な配慮をしたうえで食事を提

供した場合 

 ⑷ 福祉専門職員配置等加算  ６単位／日、１０単位／日、１５単位／日 

   社会福祉士等資格保有者が一定割合以上に雇用されている場合 

 ⑸ 欠席時対応加算  ９４単位／回（月４回まで） 

 利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合 

 ⑹ 医療連携体制加算  ３２単位／日～８００単位／日 

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪間して利用者に対して看護を行

った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等 

 ⑺ 重度者支援体制加算  ２２単位／日～５６単位／日 

   前年度における障害基礎年金 1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等 

 ⑻ 目標工賃達成指導員配置加算  ３６単位／日～４５単位／日 

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で 1 人以上配置し、手厚い人員体制をもって、

目標工賃の達成に向けた取組みを行う場合 

 ⑼ 送迎加算  ２１単位／回、１０単位／回 

居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合 

 ⑽ 福祉・介護職員等処遇改善加算  所定単位数の６．２％～１０．４％ 

福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組を実施している

場合 

 ⑾ その他の加算 

⑴～⑽のほか、高次脳機能障害者支援体制加算、就労移行連携加算、初期加算、訪問

支援特別加算、利用者負担上限額管理加算、ピアサポート実施加算、地域協働加算、目

標工賃達成加算、障害福祉サービスの体験利用支援加算、在宅時生活支援サービス加

算、社会生活支援特別加算、緊急時受入加算、集中的支援加算がある。 

 



３ 減算 

定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算、個別

支援計画未作成減算、短時間利用減算、情報公表未報告減算、業務継続計画未策定減算、

身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算がある。 


